
 

 

－1－ 

令和２年第４回 松山市教育委員会定例会 

 

(西村事務局次長) 

ご起立をお願いします。 

一同礼。 

 

（一同） 

よろしくお願いします。 

 

（西村事務局次長） 

ご着席ください。 

 

（教育長） 

ただいまから、令和２年第４回松山市教育委員

会定例会を開会いたします。 

本日の議事日程は、お手元に配布の日程表のと

おりであります。 

まず、本日の会議録署名人に白石委員を指名い

たします。 

ここで、お知らせいたします。 

本市の教育委員会では、松山市教育委員会会議

規則に基づき、傍聴人に限り入室を許可できるこ

ととしています。 

本日の教育委員会定例会には、1人の傍聴を許

可をしておりますので、ご報告をいたします。 

あわせて、カメラの撮影等も許可をしておりま

すので、申し上げておきます。 

傍聴人に申し上げます。 

教育委員会の傍聴にあたっては、議案・報告等

案件に対して賛成あるいは反対の意見表示をした

り、会議の妨害となる行為をすることは禁じられ

ております。 

規則等に基づき非公開の議決があった時は、一

時的に退席をしていただきます。 

また、規則等に違反する場合は、退席を命ずる

ことがありますので、申し上げておきます。 

それでは、議事に入ります前に、今回の人事異

動で新しく教育委員会事務局に配属された職員の

紹介をお願いいたします。 

 

（矢野事務局長） 

教育委員会事務局長の矢野でございます。 

それでは、転任し、本日初めての出席となる課

長級以上の職員をご紹介させていただきます。 

まず私ですが、愛媛県後期高齢者医療広域連合

事務局長から転入をいたしました事務局長の矢野

でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、住宅課長から昇任・転入いたしました西

村秀典事務局次長兼生涯学習政策課長でございま

す。 

 

（西村事務局次長） 

はい。 

よろしくお願いいたします。 

 

(矢野事務局長) 

次に、清掃課長から転入いたしました池田浩樹

地域学習振興課長でございます。 

 

（池田課長） 

はい。 

よろしくお願いいたします。 

 

（矢野事務局長） 

次に、教育研修センター事務所主幹から昇任・

転任いたしました曽根貞行教職員担当室長でござ

います。 

 

（曽根室長） 

はい。 

よろしくお願いいたします。 

 

（矢野事務局長） 

次に、学校教育課主幹から昇任いたしました竹

内圭一郎学校教育課管理指導監でございます。 

 

（竹内管理指導監） 

はい。 

よろしくお願いいたします。 

 

（矢野事務局長） 

次に、県教育委員会から派遣となりました越智

文明教育研修センター事務所長でございます。 

 

（越智所長） 

はい。 

よろしくお願いいたします。 
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（矢野事務局長） 

次に、国保・年金課主幹から昇任・転入いたし

ました高橋邦光学習施設課長でございます。 

 

（高橋課長） 

はい。 

よろしくお願いいたします。 

 

（矢野事務局長） 

次に、地域学習振興課主幹から昇任・転任いた

しました河野直充子規記念博物館長でございま

す。 

 

（河野館長） 

はい。 

よろしくお願いいたします。 

 

（矢野事務局長） 

次に、子育て支援課主幹から昇任・転入いたし

ました植田二朗保健体育課長でございます。 

 

（植田課長） 

はい。 

よろしくお願いいたします。 

 

（矢野事務局長） 

次に、障がい福祉課長から転入いたしました安

井晋教育支援センター事務所長でございます。 

 

（安井所長） 

はい。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（矢野事務局長） 

次に、久米支所長から転入いたしました加地寿

徳中央図書館事務所長でございます。 

 

（加地所長） 

はい。 

加地でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

（矢野事務局長） 

次に、地域学習振興課長から転任いたしました

友近直樹中央図書館事務所専任課長でございま

す。 

 

（友近課長） 

はい。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（矢野事務局長） 

次に、教育委員会の事務を執行委任しておりま

す保健福祉部の転任者を紹介させていただきま

す。 

住宅課主幹から昇任・転任となりました川﨑俊

彦保育・幼稚園課長でございます。 

 

（川﨑課長） 

はい。 

よろしくお願いします。 

 

（矢野事務局長） 

以上で、紹介は終わりましたが、転任者を代表

いたしまして、私からご挨拶をさせていただきま

す。 

今回の人事異動によりまして、事務局は昨年度

から大きくメンバーが入れ替わりましたが、引き

続き、本市教育行政の目標である「生きる喜びが

実感できる人づくり」の実現に向け、精一杯取り

組んでまいりたいと考えておりますので、教育長

はじめ教育委員の皆さまにはご指導ご鞭撻のほ

ど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（教育長） 

転任された方々、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、議事に入ります。 

日程第１ 報告第６号「公民館運営審議会委員

の退任及び委嘱について」を議題といたします。 

池田地域学習振興課長から説明を求めます。 

 

（池田課長） 

地域学習振興課の池田です。 

よろしくお願いいたします。 

お手元の資料１ページから３ページをお願いい

たします。 

報告第６号「公民館運営審議会委員の退任及び

委嘱について」ご説明申し上げます。 

公民館運営審議会委員は、松山市公民館条例第
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３条第２項及び松山市公民館運営内規第４条第４

号の規定により、教育委員会が委嘱することにな

っています。 

今回、湯山公民館運営審議会委員西本寿則さん

ほか28名の退任及び湯山公民館運営審議会委員門

田歩さんほか19名の委員委嘱について、松山市教

育委員会事務委任規則第２条第２項の規定により

教育長の専決により処理しましたのでご報告申し

上げます。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何かご意見等はございませんで

しょうか。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

それでは、報告第６号「公民館運営審議会委員

の退任及び委嘱について」ご異議ございません

か。 

 

（一同） 

異議なし 

 

（教育長） 

ご異議なしと認めます。 

次に、日程第２ 報告第７号「学校医の委嘱等

について」を議題といたします。 

植田保健体育課長から説明を求めます。 

 

（植田課長） 

保健体育課の植田です。 

よろしくお願いいたします。 

「学校医の委嘱等について」ご報告いたしま

す。 

資料の５ページをお願いいたします。 

令和２年度の学校医の委嘱については、去る３

月23日に開催されました臨時会で決定をいただい

ておりますが、学校医（内科）として委嘱するこ

ととしていた馬越洋二氏から、体調不良による辞

退の申し出がありました。 

そこで新たに、市医師会から推薦のあった中田

達広氏を委嘱しました。 

教育長の専決処分により実施しましたので、松

山市教育委員会事務委任規則第２条第２項の規定

に基づき、ご報告するものです。 

以上で説明を終わります。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何かご意見等はございませんで

しょうか。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

ご意見もないようですので、それでは、報告第

７号「学校医の委嘱等について」ご異議ございま

せんか。 

 

（一同） 

異議なし 

 

（教育長） 

ご異議なしと認めます。 

次に、日程第３ 報告第８号「松山市青少年育

成支援委員の退任及び委嘱について」を議題とい

たします。 

安井教育支援センター事務所長から説明を求め

ます。 

 

（安井所長） 

教育支援センター事務所の安井です。 

よろしくお願いいたします。 

資料・報告書７ページをお願いいたします。 

報告第８号「松山市青少年育成支援委員の退任

及び委嘱について」ご説明させていただきます。 

今回、３月末の退職及び４月の人事異動と採用

によりまして、教育支援センター事務所職員９名

が退任し、新任８名を新たに委嘱をしましたので

松山市教育委員会事務委任規則第２条第２項に基

づき、ご報告いたします。 

なお、今回委嘱した者の任期は令和３年３月末

までとなっております。 

説明は以上です。 
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よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

この件に関し、何かご意見等はございませんで

しょうか。 

 

（一同） 

なし 

 

（教育長） 

それでは、報告第８号「松山市青少年育成支援

委員の退任及び委嘱について」ご異議ございませ

んか。 

 

（一同） 

異議なし 

 

（教育長） 

ご異議なしと認めます。 

次に、日程第４ 説明事項「令和２年度松山市

教育委員会主要事業について」を議題といたしま

す。 

では、各課長から順次説明を求めます。 

 

（西村事務局次長） 

事務局次長の西村でございます。 

まず、「令和２年度教育費の概要」についてご

説明いたします。 

お手元に配付しております別紙の「令和２年度

教育費の概要」をご覧ください。 

まず、１行目の教育費全体の予算額は、129億

1,694万8,000円で、前年度に比べ、12億11万円の

増額となっております。 

うち、３行目の市長事務部局所管分を除く、教

育委員会所管分予算は、２行目に記載のとおり

109億8,783万円で、前年度に比べまして、８億

6,540万8,000円の増額となっております。 

増額となりました主な要因といたしましては、

昨年度策定した「長寿命化計画」に基づき、小・

中学校や公民館等を整備していく「マネジメント

事業」などとなっております。 

また、減額となった主な事業としましては、資

料下段に記載のとおりとなっております。 

次に、「令和２年度教育委員会主要事業」につ

いてご説明いたします。 

定例会資料の10ページをお開きください。 

まず、生涯学習政策課所管の「教育委員会議

費」についてです。 

これは、教育委員会定例会や臨時会の開催費の

ほか、県下の教育委員会連合会の負担金など、教

育委員会の管理運営にかかる経費でございます。 

以上で説明を終わります。 

引き続き、所管課長から順次、主な事業などの

ポイントを絞ってご説明いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

 

（池田課長） 

地域学習振興課の池田です。 

当課の事業についてご説明いたします。 

お手元の資料10ページをお願いいたします。 

まず、「学校・家庭・地域連携協力推進事業

（放課後子ども教室運営事業）」でございます

が、この事業は、放課後や週末等において、小学

校の余裕教室や公民館などを利用し、子どもたち

の安全・安心な活動場所を確保するとともに、地

域の方々のご協力をいただきながら勉強やスポー

ツ、体験・交流活動を行う事業で、今年度は31教

室、小学校区で言いますと32校区で開設いたしま

す。 

次に、「公民館笑顔あふれる絆づくり推進事

業」でございますが、この事業は、地域住民の絆

を深め、人と人がつながり・支え合う社会を構築

するなど、住民自らが地域にある素材や特性を活

かした活動に補助金を交付する事業です。 

本年度も夏祭りや文化祭など地域行事のほか、

各種スポーツ大会などのコミュニティ事業を支援

する「一般事業」と、地域の課題解決に向けた実

践活動など、社会教育として取り組むべき４つの

テーマを設定し、このテーマに即した活動に対し

手厚く支援する「特別事業」の区分で実施いたし

ます。 

最後に、「成人式典事業」についてですが、こ

の事業は、新成人のふるさとに対する帰属意識を

養うほか、地域の子どもは地域で育てるという住

民意識も高めることなど多くの住民の協力のもと

地域性を生かした成人式典及び記念行事を行う事

業です。 

令和２年度の対象者は、平成12年４月２日から

平成13年４月１日生まれの方で、およそ5,000人
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を見込んでおります。 

式典の開催日は、例年「成人の日」の前日の日

曜日で、令和２年度は令和３年１月10日に実施す

る予定です。 

地域学習振興課の主要事業につきましては、以

上でございます。 

 

（横江課長） 

学校教育課長の横江でございます。 

よろしくお願いいたします。 

学校教育課の主要事業のうち、今年度拡充され

た事業を中心に３事業についてご説明をいたしま

す。 

まず、資料10ページの下から３番目「教職員事

務事業」ですが、本事業では教員の負担軽減をよ

り一層図るために、学習プリント等の印刷や授業

準備の補助などの事務作業を教員に代わって行う

スクール・サポート・スタッフを増員します。 

スクール・サポート・スタッフにつきまして

は、昨年度８名から28名へと大幅に増員し、松山

市の全ての小学校で運用を開始したところでござ

いますが、教員の勤務時間の減少に大きな効果が

見られました。 

そこで、今年度は中学校の教員の負担軽減を目

的として、さらに６名を増員し、モデル的に運用

していきます。 

次に、資料の11ページの一番上「幼保小中連携

推進事業」ですが、本事業では、今年度、小中連

携の取組を進める学校である日浦小・中学校と興

居島小学校のスクールバスについて、老朽化に伴

う買い替えを行います。 

現在、既に入札準備に入っており、順調に進め

ば２学期の始めから運行する予定でございます。 

なお、新しいスクールバスに対しては、子ども

達に愛着を持ってもらいたいという思いから、バ

スの外観については、子ども達自身からデザイン

を募集し、教育委員会で選考したものについてラ

ッピング加工を施すことにしております。 

次に、同じく資料11ページの下から４番目「外

国青年招致事業」ですが、本事業では、今年度、

小学生高学年を対象に、英語に慣れ親しむ機会を

増やすことを目的として体験型学習となる「イン

グリッシュ・デイ」を実施することにしました。 

企画・運営についてはＡＬＴが行い、今年度は

モデル的に夏休み中、教育研修センターで１日の

実施としており、状況を見ながら来年度以降日程

や開催場所等の拡充を検討したいと考えておりま

す。 

以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 

（越智所長） 

教育研修センター事務所の越智でございます。 

当センターの事業につきまして、今年度の特徴

的なことを中心に説明いたします。 

資料の12ページをご覧ください。 

まず、「教職員研修事業」につきましては、

50歳の教職員を対象としたトップステージ研修、

期限付採用教員ステップアップ研修を新設しま

す。 

新学習指導要領に対応し「プログラミング教

育」や「小学校外国語教育」等について教職員専

用ホームページの充実を図ります。 

次に、「学校支援事業」につきましては、理科

や芸術・文化などに関して専門性の高い講師を学

校に派遣する「出前教室」の充実を図ります。 

次に、「松山の教育研究開発事業」につきまし

ては、研究協力校や、愛媛大学教育学部等と連携

して授業づくりの研究等を行い、センター研究発

表会を開催して質の高い授業の普及に努めます。 

「ふるさと松山学」を更に普及・充実させてい

くために授業等での活用促進に向けた研修を行い

ます。 

愛媛ＣＡＴＶの協力を得て、先人78人の番組放

送やＹｏｕＴｕｂｅでの動画配信を行い、市民等

へのシビックプライドの醸成につなげます。 

次に、「教育の情報化推進事業」につきまして

は、今年度から「ＧＩＧＡスクール構想」の実現

に向けて校内ＬＡＮの工事等を行い、超高速大容

量の通信ネットワークにしていきます。 

最後に、「小学校教育用コンピュータ整備事

業」及び「中学校教育用コンピュータ整備事業」

につきましては、今年度、小学校５・６年の外国

語科と全学年の算数科の指導用デジタル教科書を

導入します。 

また「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向けて

児童生徒１人１台の端末整備を進めていきます。 

合わせて「ＧＩＧＡスクール構想」に対応した

研修を実施します。 

以上でございます。 



－6－ 

 

（高橋課長） 

学習施設課の高橋でございます。 

続きまして、「小・中学校緑化推進事業」から

説明いたします。 

「小・中学校緑化推進事業」は、子どもたちの

体力やコミュニケーション能力の向上のため、地

域参画のもと校庭の芝生化に取り組むものです。 

本年度については、学校からの要望が無いため

新規整備はなく、整備済みの和気・河野・潮見・

久米小学校と雄新中学校５校の芝生の維持管理を

計上させていただいております。 

次に、「小・中学校、幼稚園防犯カメラ設置事

業」は、不審者侵入、器物損壊などの犯罪を未然

に防止し、子どもたちの安全・安心の確保や学校

施設を守ることを目的に、小・中学校、幼稚園に

防犯カメラを設置するもので、カメラのリース料

などを計上しております。 

次に、「小・中学校、公民館施設マネジメント

事業」は、校舎などの施設の老朽化に対応し、コ

スト縮減や平準化などを目的に策定いたしました

「松山市学校施設等長寿命化計画」に基づき、計

画的に整備・更新を進めていくもので、今年度

は、校舎などの防水改修や外壁改修などのほか、

公民館の改修を行います。 

次に13ページをお願いいたします。 

「番町公民館耐震改築事業」は、耐震性能を確

保するため改築を行うもので、令和４年度の完成

を目指し、今年度は実施設計などを行います。 

以上で説明を終わります。 

 

（渡部課長） 

文化財課の渡部でございます。 

よろしくお願いいたします。 

では、主な事業についてご説明をいたします。 

はじめに４つ目の「県指定史跡庚申庵活用事

業」ですが、庚申庵は江戸時代後期の松山の俳

人・栗田樗堂が造った草庵で、庵の南側に藤棚や

池を配する庭があり、水曜日と年末年始を除き年

間を通じて公開をしており、年間約9,000人の方

が訪れます。 

次に、「埋蔵文化財センター管理・教育普及事

業」ですが、埋蔵文化財センターの維持管理や発

掘調査に伴う出土遺物の復元や保存処理、考古館

での常設展示や特別展示等を行っています。 

考古館には年間約19,000人が来館されます。 

次に、「市内遺跡発掘調査事業」は国庫補助を

活用して埋蔵文化財の試掘調査や発掘調査、出土

遺物の整理・調査報告書の作成などを行うもので

す。 

以上でございます。 

 

（河野館長） 

子規記念博物館の河野です。 

よろしくお願いいたします。 

資料13ページ下から２項目目にあります「博物

館施設管理運営事業」ですが、平成22年度より指

定管理者制度を導入し、施設の安全性と快適性の

維持、適切な接遇サービスなどの向上を図ってい

ます。 

また、令和２年３月19日から観光客の利便性を

高めるため、当館を含む観光施設８カ所にクレジ

ットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決

済を導入しました。 

次に、「博物館企画展示事業」ですが、今年度

は、子規が写る写真や子規の写真コレクションに

スポットをあて、子規の等身大の姿や子規と写真

との関わりを紹介する特別企画展などを開催する

予定です。 

以上でございます。 

 

（植田課長） 

保健体育課の植田です。 

それでは、14ページをご覧ください。 

まず、「学校体育振興事業」ですが、小・中学

校総合体育大会や新人大会、中学校駅伝競走大会

などを開催したり、全国大会や四国大会に出場す

る学校に補助などを行います。 

次に、「中学校運動部活動指導支援事業」です

が、地域で競技に精通している外部指導者を派遣

するとともに、先生に代わって単独で部活動を指

導したり、対外試合へ引率することができる部活

動指導員を配置します。 

なお、今年度から愛媛大学の学生を外部指導者

として派遣することを予定しています。 

次に、「（仮称）新垣生学校給食共同調理場整

備事業」ですが、老朽化が著しい垣生・たちば

な・八坂調理場を廃止し、今年度から２カ年をか

けて新たな調理場を建設するもので、土地造成や

下水管の敷設工事の後、秋頃から本体工事を開始
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する予定です。 

次に、「よりよい学校給食推進事業」ですが、

現在９つの共同調理場の調理業務等を民間委託し

ており、今後も地産地消の推進、食育の充実、ア

レルギー対応など、安全・安心でおいしい給食の

提供と多様化する給食ニーズに対応してまいりま

す。 

最後に、「学校給食食品廃棄物リサイクル事

業」ですが、学校給食から排出される廃棄物を焼

却処分せずに民間の食品リサイクル堆肥工場で堆

肥化し循環型社会の一助とします。 

生成された堆肥は、希望する学校に無償で提供

しています。 

以上です。 

 

（安井所長） 

教育支援センター事務所の安井でございます。 

よろしくお願いいたします。 

それでは主な事業についてご説明いたします。 

それでは、資料14ページ「問題行動等対策事

業」からご説明をいたします。 

この事業は、児童・生徒の問題行動等に対し、

教育指導員を学校に派遣するとともに、集団適応

が難しい児童・生徒には自立支援教室を運営し、

学校復帰などに向けた個別指導を行ってまいりま

す。 

次に、「不登校対策総合推進事業」では、福祉

部門などと連携し、教育指導員が不登校やひきこ

もり傾向にある児童・生徒らへの個別支援を行う

ほか、ＩＴの活用や、適応指導教室の運営により

学校以外での学習活動の機会を確保しながら、き

め細かな支援を行ってまいります。 

次に、15ページをお願いいたします。 

「ＰＴＡ活動推進事業」では、家庭教育力の向

上や子どもたちの健全育成を図るため、職業体験

イベントの「キッズジョブまつやま」をはじめ、

様々な学習会や研修会などの開催を支援すること

で、ＰＴＡ活動の充実と活性化を推進してまいり

ます。 

次に、「松山市青少年育成市民会議運営支援事

業」では、社会全体で子どもたちを育む体制を実

現するため、「松山市子ども育成条例」の理念に

賛同する団体等で組織された松山市青少年育成市

民会議の活動を支援してまいります。 

最後に、今年度の新規事業であります「子ども

安全安心対策推進事業」では、子どもたちの安

全・安心を確保していくため、地域の見守り活動

で指導的な役割を担うスクールガードリーダーの

人材発掘や養成を図りますとともに、見守りボラ

ンティアの担い手不足といった地域の課題にも対

応しながら地域の見守り活動を推進してまいりま

す。 

説明は以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

（加地所長） 

中央図書館事務所の加地でございます。 

よろしくお願いいたします。 

引き続きまして、15ページ中段にございます

「図書館資料購入事業」及び「ブックスタート事

業」についてご説明いたします。 

まず、「図書館資料購入事業」でございます。 

これは、中央・三津浜・北条・中島図書館各館

の図書・雑誌・ＤＶＤなど資料購入、また、破損

した資料の買い替えなど図書資料の充実を図るも

のでございます。 

次に、「ブックスタート事業」でございます。 

これは、乳児期から絵本やことばに対する興

味・関心を呼び起こすことや、赤ちゃんと触れ合

う時間を持ってもらうことを目的に、松山で生ま

れ育つすべての新生児とその保護者にお渡しする

絵本などの購入経費でございます。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

（川﨑課長） 

保育・幼稚園課の川﨑でございます。 

よろしくお願い申し上げます。 

資料の15ページをお願いいたします。 

保育・幼稚園課の所管事業のうち、幼稚園に関

する３事業を説明させていただきます。 

まず、「市立幼稚園預かり保育事業」について

ですが、この事業は急用の際に子どもの預け先の

ないことが育児の負担感につながっていること

や、就労する保護者の増加等の保育ニーズに対応

するため、在園児の延長預かりなどにより子育て

環境を整備します。 

昨年度までは、三津浜・石井・荏原の３園で平

日の教育時間終了後と、春・夏・冬の長期休業中

に実施していましたが、今年度からは、これらに
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加え石井幼稚園で教育時間開始前の預かりを実施

します。 

次に、「一時預かり事業」についてですが、こ

の事業は子育て環境を整備するため家庭での保育

が困難となった乳幼児を一時的に預かるもので

「子ども・子育て支援新制度」の私立幼稚園等で

実施します。 

最後に、「幼稚園庭芝生化事業」についてです

が、この事業は、幼稚園・家庭・地域が連携して

園庭を芝生化し、園児や地域の親子がのびのびと

遊べる環境を整え、コミュニケーション能力の向

上や運動習慣の構築を図るとともに、芝生の管理

等を通して地域との関わりを深め望ましい子育て

環境を目指すものです。 

以上でございます。 

 

（岡田所長） 

子ども総合相談センター事務所でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

子ども総合相談センター事務所では、一部教育

委員会の補助執行を受け、０歳から18歳までの子

どもに関するさまざまな相談や支援を実施してお

ります。 

虐待など、要保護児童に加え、子育て・いじ

め・不登校・問題行動などについて、総合的な相

談窓口として医療機関や警察、愛媛県福祉総合支

援センターなどの関係機関はもとより、学校や教

育支援センター事務所などの関係課と連携を密

に、子どもやご家庭の状況に応じて迅速かつ的確

な対応に取り組んでおります。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

（教育長） 

以上で説明は終わりました。 

全般に渡りましたが、この件に関し、何かご意

見等がありましたら、お願いいたします。 

 

（松坂委員） 

感想と言いますか、お願いと言いますか、そう

いうようなことを述べさせていただいたらと思い

ます。 

一つ目は、学校教育に関してなんですけれど

も、今、学校教育現場では新学習指導要領の適切

な実現を始めといたしまして、「Ｓｏｃｉｅｔｙ

5.0」を見通した「ＧＩＧＡスクール構成」に向

けた取り組みとか、また働き方改革、支援を要す

る児童・生徒の増加など、中・長期的な課題から

目の前の課題まで、本当に多種多様の多くの課題

があるというふうに認識をしております。 

どうか今後とも学校教育現場の意見、それから

市民の皆様のご意見を聞きながら、中・長期的な

対策、それから目の前の課題への対応、これを順

次継続的にお願いをしたらと思っております。 

それから二つ目なんですけれども、庚申庵の利

用者が9,000人というようなご説明もございまし

た。 

未来社会を見通した教育と共に、私はふるさと

にある文化財にも心を込めた教育が大事だと思っ

ているわけなんですけれども、庚申庵や一草庵の

ことを知っている子どもたちが案外少ないのでは

ないかというような、そんな気がしております。 

どうかその辺りも心にとめていただいて事業の

充実をお願いしたらと思っております。 

それから、三つ目は新規事業というご説明がご

ざいました「子ども安全安心対策推進事業」につ

いてです。 

子どもたちの安全対策を強化することが重要で

新規事業に期待するところですが、安全の範疇と

いたしまして、交通安全や不審者対策だけではな

くて、それに加えまして非常災害時の安全といっ

たことも含まれた研修とか事業推進になったら、

よりありがたいなというような希望を持っており

ます。 

以上、感想とお願いをさせていただきました。 

 

（教育長） 

まず、中・長期的な対策について、何か学校教

育課課長ご意見ございましたら。 

 

（横江課長） 

学校教育課の横江でございます。 

委員さんからお話ありましたように学習指導要

領が変わります。 

また、全国学力テストの調査結果等も把握でき

ますので、こういった結果も含めていきながら、

学校現場からお声をいただいて、子どもたちのた

めによりよい事業を進めていこうと思っておりま

すので、今後ともまた、ご意見等よろしくお願い

いたします。 
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（教育長） 

次に、一草庵と庚申庵の子どもたち等への周知

啓発について。 

 

（渡部課長） 

文化財課でございます。 

一草庵、庚申庵も地域のＮＰＯの方等に運営を

していただいておりますが、学校等とも連携をい

たしまして、いろんな機会に子どもさんに来てい

ただいたり、講座を開いたりとか、そういったこ

とにこれまでも取り組んでおりますし、今後もよ

り一層取り組んでまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

最後に子どもたちの安全・安心のさらなる充実

ということでお願いします。 

 

（安井所長） 

教育支援センター事務所でございます。 

「子ども安全安心対策推進事業」新規事業とし

て立ち上げておりますけれども、委員のおっしゃ

いました交通安全とか不審者以外にも、災害時の

安全確保ということで、我々としましては、これ

までに二度、通学路の安全点検というのを学校・

警察、そして道路管理者等々のご協力を頂きなが

ら実施してきたところでございます。 

そういったところの調査・点検をした結果も踏

まえ、今回の事業の中で安全確保できるよう検討

していきたいと思いますので、今後事業を進めて

まいりたいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

 

（一色委員） 

12ページの「小学校教育用コンピュータ整備事

業」と「中学校教育用コンピュータ整備事業」の

金額が、非常に増えておりますよね。 

それで、今年の予算、小学校の方では４億

3,700万、中学校の方が１億8,700万で対前年から

増えているわけなんですけれども、この予算で、

コンピュータの先進県に追いつけるような体制整

備が出来るのか、あるいは、さらに来年度以降

も、もう少し頑張らなければいかん点があるのか

どうか、そこを教えて頂ければと思います。 

 

（越智所長） 

「ＧＩＧＡスクール構想」は、国のロードマッ

プに基づいて、順次整備を進めていくことになっ

ています。 

今年度は、まずは小学校５・６年生、それか

ら、中学校１年生を対象に１人１台のタブレット

の整備を進めていきます。 

また、順次、計画に基づいて、すべての子ども

たちに１人１台が使えるように整備を進めていき

ます。 

 

（教育長） 

その他ございませんか。 

 

（豊田委員） 

一色委員さんが言われた後、大変言いにくいこ

とを発言させていただくんですが、この構想は教

育の、ということを考えると、私は、学校の現場

が大変困るのではないかなという気がします。 

子どもたちに、これからの社会はこういう風に

なっていくよ、そのために、ということは大変大

事なことで、知らないといけないことだと思いま

す。 

そのことについて、とやかくいうつもりはまっ

たくないんです。 

ただ、この予算は、例えば今のコロナウイルス

の影響で、文科省がこれを早めて対応するんだと

いう言い方をしていますけれども、まったく違う

と思うんですよね。 

だから、本当に教育のためにどうあるべきかと

いうのと、産業とか社会の構想はどうなっていく

のかということをきちっと分けて、センターは特

にですね、教育はこういう方向で、こういう目的

に使うんですよ、子どもたちのこういう力を付け

ていくんですよ、ということを、当然認識されて

いると思うんですけれども、国の言われているこ

とを踏まえ、それを利用しながら、松山はこうい

う風にしていきたいということを出来るだけやっ

ていただきたいと思うんです。 

特に補助金がついて、その後は、それぞれの地

域でやりなさいと言われたら、保守とかソフトウ

ェアの充実というようなことでも大変な額に今後

なっていくんだと思うんですね。 

だから、そういうことも含めて、いろんなとこ
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ろに要望していくことは要望していく、そんなこ

とも合わせてお願いします。 

ちょっと、今回の事業とは、ちょっとズレたん

ですけどもそんな事を思います。 

よろしくお願いします。 

 

（越智所長） 

ありがとうございます。 

いろいろと機器を整備していく事業と合わせて

そういったタブレット端末を子どもたちの教育の

ためにいかに活用していくかという研修も合わせ

てしていくことによって、松山市の教育の質の向

上に努めたいと思います。 

また、ご指導よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

予算の要求についても、豊田委員がおっしゃる

ように前倒しでやっていただいて、その時は国の

手当てがあっても、それが10年後に、今度またそ

れを買い替えたり、整備したりするときにはまた

お金がいる、それとずっとそこまでやっていくた

めの毎年のお金、市の負担というのもあるので、

この間も中核市教育長会の中でもそういったこと

について、私も発言をさせていただきまして、国

の方にお伺いをしたんですけど、それはなかな

か、今の時点では出しますとか、こういう方向で

すというのは決して言いませんけど、いろんなと

ころから声を上げて、ハードの整備については、

やっていかなければならないかなと思います。 

そして、言われていたように、子どもたちの物

はあっても、なかなか使いこなせないではいかん

ので、そこらは研修センターを中心にですね、し

っかりした、おっしゃるとおりの教育がいるので

はないかというふうに思います。 

また、私も機会があるごとに、今は教育長会議

も中止でございますので、また、連合会の方も、

そういう声を上げていただければ、ありがたいと

いうふうに思います。 

よろしくお願いいたします。 

では、他にご意見もないようですので、本日予

定の日程は以上となります。 

この他に何か、ご意見等ございましたら。 

 

（松坂委員） 

コロナウイルス対応についてお伺いしたいと思

っています。 

日本全国でコロナと闘っている昨今なんですけ

れども、本市でも昨日新たな感染者が５人、本日

は先程、２人という報道もございましたし、ま

た、一昨日は市中感染の恐れも否定できないとい

うような報道もございました。 

今は命、これが一番で、その考えのもとに学校

も休校が続いていると思うんですけれども、今の

学校の状況、例えば部分登校しているとか、そう

いったような状況がありましたら、その辺り把握

してないものですから、分かっている範囲で少し

お教えいただきたいと思っております。 

それから、こちらは要望ですけれども、まだ先

が見えない長い長い休校となると思います。 

児童・生徒・保護者も学力の心配があると思い

ます。 

学力保証をどうしていくかについても教育委員

会事務局と学校とが手を携えて、また知恵を出し

合って進めていただければなと思っております。 

 

（横江課長） 

学校教育課の横江でございます。 

コロナウイルス感染防止ということで、やむを

得なく、臨時休業を行っているところでございま

して、児童・生徒・保護者の方には本当にご心配

をかけている面が多いと思っております。 

そういった中、今、学校におきましては、子ど

もたちへの対応ということで、電話連絡を少なく

とも週一回は行っていただきまして、子どもたち

の健康や生活の状況を確認するようにしておりま

す。 

また、必要に応じて家庭訪問を実施するように

もしておりますが、家庭訪問する際には、ご家庭

の事情もございますので、電話で訪問の許可を得

た上で家庭訪問をするようにもしております。 

学校からの情報につきましては、先程の電話連

絡や家庭訪問時にお伝えをするのですけれども、

学校のホームページとかＭＡＣメールを使って情

報を周知するようにしております。 

学校へは、教育委員会の方からですけれども、

学習面、それから家庭生活面・健康管理面などの

留意点を通知しておりまして、先日の始業式、そ

れから入学式において臨時休業に入りましたの

で、確実に指導するように伝えておるところでご

ざいます。 
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それから、合わせて始業式・入学式で新しい教

科書を配布しておりますので、この教科書も使い

ながら休み中の学習を計画的に行えるように指導

もしていただきました。 

それから、巡回につきましてですけれども、３

月中にも生徒指導連絡協議会や教育支援センター

が連携して、巡回していただきましたが、外出を

控えるようにも言っておるところでございますけ

ども、やはり子どもたちを守るために大型の商業

施設であるとか娯楽施設等について巡回を行うよ

うにしております。 

それから学力保証につきまして、大変心配な面

があろうかと思います。 

学校においては、このあと授業の確保等してい

くものと思っておりますけれども、この後、学校

再開後の状況も見させていただきながら夏季休業

中の授業の補充についても、また検討をする予定

でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

以上をもちまして、本日予定の日程は終了をい

たしました。 

これにて、令和２年第４回定例会を閉会いたし

ます。 

どうもありがとうございました。 

 

（西村事務局次長） 

ご起立をお願いいたします。 

一同礼。 

 

（一同） 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


